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○山添村空き家改修事業等補助金交付要綱 

 

                         平成２９年４月１日 

                         山添村告示第４３号 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、山添村への移住及び定住を促進し、定住人口の確保と増加

を図るため、本村への定住等を目的とした空き家の改修又は家財道具の整理

を行った者に対し、予算の範囲内において、山添村空き家改修事業補助金又は

山添村空き家家財道具等整理事業補助金（以下「補助金」という。）を交付す

ることに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

 (1) 空き家 山添村空き家バンク設置要綱（平成２９年４月山添村告示第４

２号）に登録した物件をいう。 

 (2) 社宅等 社員のための住宅及び寮 

 (3) 個人住宅 自己の居住の用に供する建築物をいう。 

 (4) 併用住宅 建築物内に個人住宅部分と店舗及び事務所等の個人住宅以外

の部分を有する建築物をいう。 

 (5) 改修工事 住宅の機能性、性能、安全性、耐久性及び居住性の維持又は向

上のために行う修繕、模様替え及び設備改善等の工事をいう。 

 (6) 村内施工業者 山添村内に主たる事務所を有する法人又は個人事業主を

いう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の対象者は、次の各号に定めるとおりとする。 

 (1) 定住を目的とし、空き家を購入又は賃借する者のうち次の全ての要件を

満たす者及びその者と賃貸契約又は売買契約を結ぶ空き家の所有者（次号

及び第１２条第１項において「賃貸人等」という。）とする。 

ア 申請時において、本村に住民登録を有していない者で、村外に３年以 

上住民登録を有している者（以下「定住予定者」という。）又は住民登 

録を有した日から起算して２年を経過していない者で、本村に住民登録 

を有する前に村外に３年以上住民登録を有していた者（以下「定住者」 

という。） 

  イ 当該改修工事に関して、この要綱以外に国、県又は村の制度により補助
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及び補償等を受けていない者（山添村浄化槽設置整備事業補助金交付要

綱（平成２年１２月山添村告示第２８号）による補助は除く。） 

  ウ 本村に住民登録を有してから１０年以上定住する意思があり、住居地

の自治会に加入する者。ただし、自治会のない地域においてはその限りで

ない。 

 (2) 社宅等への利活用を目的とし、空き家を購入又は賃借する者のうち次の

全ての要件を満たす者及び賃貸人等とする。 

  ア 当該改修工事に関して、この要綱以外に国、県又は村の制度により補助

及び補償等を受けていない者 

  イ １０年以上社宅等として使用する意思がある者 

 （空き家改修事業補助対象工事） 

第４条 空き家改修事業補助の対象は、住宅の屋根、外壁、内壁、天井、床及び

設備等の工事とし、かつ次の各号全てを満たす工事とする。 

 (1) 原則村内施工業者により行う住宅改修工事 

 (2) 申請日の属する年度の２月２８日までに完了する工事 

 (3) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他法令に違反しない工事 

２ 前項の場合において、併用住宅の工事については、個人住宅部分を補助対象

とし、共用部分については、床面積の割合で按分し、補助対象額を算出する。 

 （空き家家財道具等整理補助対象経費） 

第５条 空き家家財道具等整理補助の対象となる経費は、空き家の所有者が空

き家バンクの登録を受けたとき又は売買契約若しくは賃貸借契約の締結後に

実施する家財道具の搬出及び処分並びに屋内及び屋外の清掃とする。 

 （補助金の額等） 

第６条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる補助対象区分に応じ、それぞれ 

 当該右欄に掲げる額とする。 

補助対象区分 補 助 額 

空き家改修事業 

 

 

 

補助対象工事費の２分の１に相当する額

（その額に千円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てた額）とし、１５０万

円を限度とする。 

空き家家財道具等整理 

 

 

 

補助対象経費の３分の２に相当する額（そ

の額に千円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てた額）とし、２５万円を限度

とする。 

２ 第４条に規定する空き家改修事業補助に対する補助金の交付回数は、同一
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物件に対して１回限りとする。ただし、補助金の交付を受けて１０年が経過し

ている場合は、その限りでない。 

３ 前条に規定する空き家家財道具等整理事業補助に対する補助金の交付回数

は、同一申請者（同居人を含む。）に対して１回限りとする。ただし、既に補

助金の交付を受けた物件と異なる物件の家財道具等整理事業の場合は、同一

申請者であっても補助金の交付を受けることができる。 

 （補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、山添

村空き家改修事業補助金交付申請書（様式第１号）又は山添村空き家家財道具

等整理事業補助金交付申請書（様式第２号）に、次に掲げる書類を添付して、

村長に提出しなければならない。 

 (1) 個人の場合は住民票の写し、法人等の場合は登記簿謄本又は開業届等の

写し 

 (2) 売買又は賃貸契約書の写し。ただし、空き家バンクの登録を受けた空き家

の所有者が売買契約又は賃貸借契約の締結前に家財道具等整理事業を行う

場合は、当該書類の提出は省略する。 

 (3) 空き家の改修又は家財道具の整理に係る見積書の写し 

 (4) 空き家の改修内容を明らかにする図面等（空き家改修事業補助金の交付

申請のみ） 

 (5) 空き家の改修又は家財道具の整理に係る施工予定箇所の写真 

 (6) 住宅等を借りている者は、当該空き家の所有者の承諾書 

 (7) その他村長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、定住者で住民記録閲覧同意書を提出した者にあ

っては、同項第１号に掲げる書類の提出を省略することができる。 

３ 第１項の規定による交付申請書の提出期限は、申請日の属する年度の１１ 

 月３０日までとする。 

 （補助金の交付決定） 

第８条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審

査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助指令書（様式第３号）により

申請者に通知するものとする。 

 （補助対象事業の変更等） 

第９条 前条の規定による通知を受けた申請者（以下「交付決定者」という。）

は、当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、山添村空き家

改修事業補助金変更・中止（廃止）承認申請書（様式第４号）又は山添村空き

家家財道具等整理事業補助金変更・中止（廃止）承認申請書（様式第５号）を
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村長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 前条の規定は、前項の承認をした場合に準用する。 

 （完了報告） 

第１０条 交付決定者は、補助金に係る空き家の改修又は家財道具の整理が完

了したときは、速やかに山添村空き家改修事業完了報告書（様式第６号）又は

山添村空き家家財道具等整理事業完了報告書（様式第７号）に、次に掲げる書

類を添付して、村長に提出しなければならない。 

 (1) 請求書及び領収書の写し 

 (2) 空き家の改修又は家財道具の整理に係る施工後の写真 

 (3) その他村長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による完了報告書の提出期限は、申請日の属する年度の２月２ 

 ８日までとする。 

 （補助金の交付） 

第１１条 村長は、前条に規定する完了報告書の提出があったときは、その報告

書の内容を審査し、当該報告書に係る事業の成果を適当と認めるときは、補助

金を交付する。 

２ 村長は、前項の規定による完了報告の審査について必要があると認めると

きは、交付決定者、村内施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わ

せることができる。 

３ 交付決定者は、第１項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、

山添村空き家改修事業等補助金交付請求書（様式第８号）を村長に提出しなけ

ればならない。 

 （定住確約書等） 

第１２条 前条の規定による補助金の交付を受けた者は、申請日の属する年度

の２月２８日までに次の各号の区分に応じ当該各号に定める書類を村長に提

出しなければならない。ただし、補助金の交付を受けた賃貸人等はこの限りで

ない。 

 (1) 定住の場合 

  ア 山添村定住確約書（様式第９号） 

  イ 自治会加入証明書（自治会のない地域に居住する者を除く。） 

  ウ 本村へ転入後の住民票の写し（定住者を除く。）。ただし、住民記録閲

覧同意書を提出した者にあっては、省略することができる。 

  エ その他村長が必要と認める書類 

 (2) 社宅等への利活用の場合 

  ア 社宅等利用確約書（様式第９号の２） 
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  イ その他村長が必要と認める書類 

 （報告、検査及び指示） 

第１３条 村長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、補助金の交

付に関し必要な事項について、報告を求め検査し、又は指示することができ

る。 

 （補助金の交付決定の取消） 

第１４条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、補助金の交付の決定を取消すことができる。 

 (1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

 (2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

 (3) 自らの責めに帰すべき事情により補助事業を中止し、又は廃止したとき。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。 

 （補助金の返還） 

第１５条 交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、村長がやむを

得ないと認める場合を除き、補助金の全額又は一部を返還しなければならな

い。 

 (1) 前条の規定により、補助金の交付の決定を取り消されたとき。 

 (2) 補助金の対象となった住宅に、交付決定日から１０年未満の間に他人へ

の貸与、売却、転居、転出又は取壊し等の理由により居住しなくなったとき

補助金について、別表に定める金額（算出した金額に千円未満の端数がある

ときはこれを切り捨てた額とする。）を村へ返還しなければならない。ただ

し、賃貸人においては、引き続き山添村空き家バンク制度に当該空き家を登

録する場合はこの限りではない。 

 (3) 定住予定者が申請日の属する年度の３月３１日までに山添村に転入しな

いとき。 

 （委任） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。 

   附 則（平成２９年４月１日山添村告示第４３号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に山添村空き家台帳に登録してあった物件は、山添

村空き家バンク設置要綱に登録してある物件とみなす。 

   附 則（平成３０年７月２５日山添村告示第４２号） 

 （施行期日等） 
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１ この要綱は、公布の日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

１ この要綱の施行の際現に改正前の山添村空き家改修事業等補助金交付要綱

により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用す

ることができる。 

附 則 （令和３年３月山添村告示第３０号） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 附 則 （令和４年４月山添村告示第４３号） 

この要綱は、公布の日施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 （令和６年４月山添村告示第３０－２号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 別段の定めがあるものを除き、改正後の山添村空き家改修事業等補助金交 

付要綱第３条の規定は、令和６年４月１日以降の申請について適用し、令和 

６年３月３１日以前の申請については、なお従前の例による。 

附 則 （令和７年４月山添村告示第２４号の２） 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

  附 則 （令和７年９月山添村告示第５６号） 

この要綱は、令和７年１０月１日から施行する。 

 

別表 

交付決定日からの経過年数 返 還 額 

 １年未満  補助額の１００分の１００に相当する額 

 １年以上２年未満  補助額の１００分の９０に相当する額 

 ２年以上３年未満  補助額の１００分の８０に相当する額 

 ３年以上４年未満  補助額の１００分の７０に相当する額 

 ４年以上５年未満  補助額の１００分の６０に相当する額 

 ５年以上６年未満  補助額の１００分の５０に相当する額 

 ６年以上７年未満  補助額の１００分の４０に相当する額 

 ７年以上８年未満  補助額の１００分の３０に相当する額 

 ８年以上９年未満  補助額の１００分の２０に相当する額 

 ９年以上１０年未満  補助額の１００分の１０に相当する額 

 

 


